
入 札 公 告 

 

                                      令和８年３月５日 

次のとおり一般競争入札に付します。 

なお、本入札に係る落札決定及び契約締結は、当該調達に係る令和８年度本予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。 

 

                                        支出負担行為担当官 

                                        横浜植物防疫所長 森田 富幸 

 

１ 競争入札に付する事項 

（１）件 名 横浜植物防疫所新山下庁舎管理等業務 

         （電子入札方式対象案件） 

（２）仕 様 等 仕様書のとおり 

（３）契約期間 仕様書のとおり 

（４）履行場所 仕様書のとおり 

 

２ 競争入札に参加する者に必要な資格等に関する事項 

（１）予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号。以下「予決令」という。）第７０条の規定に該当しない者であること。 

なお、未成年、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に

該当する。 

（２）予決令第７１条の規定に該当しない者であること。 

（３）令和７・８・９年度農林水産省競争参加資格（全省庁統一資格）の「役務の提供等」において、競争参加資格を有する者であるこ

と。 

（４）予決令第７３条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める入札資格参加者として、７に記載の条件を満たすこと。 

（５）７の提出書類の提出期限の日から、８の開札の日までの間において、契約担当官等から物品の製造契約、物品の購入契約及び役務

等契約指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けている期間中の者でないこと。 

（６）労働派遣事業の適正な運営の確保及び労働派遣者の保護等に関する法律第５条第１項の許可を受けている者であること。 

 

３ 電子調達システム（ＧＥＰＳ）の利用 

（１）本案件は、入札手続き等を電子調達システムで行う対象案件である。 

   なお、電子入札により難い場合は、事前に発注者宛に紙入札による申出書を提出すること。 

（２）システム障害等やむを得ない事情によるトラブルが発生した場合は、紙入札に移行することがある。 

 

４ 入札方法 

（１）入札は、紙入札方式を除き、電子調達システムによる。また、本案件においては、個人事業主に加えて、入札参加者から委任等を

受けた者のマイナンバーカードを用いて電子入札を行うことができるものとする。 

（２）入札書には、仕様書等に記載する業務に関する経費等、この契約の履行に要する一切の諸経費を含め、仕様書に示す予定労働時間

に１時間当たりの単価を乗じて算出した金額の総価を記載すること。 

   なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０％に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の

端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係

る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

 

５ 契約条項を示す場所及び入札説明書の取得方法 

（１）入札説明書 

   本案件に係る資料は以下の方法により入手することとし、紙配布は行わないので注意すること。 

   調達ポータルの「調達情報の検索」にて、必要な情報を入力又は選択し本案件を検索のうえ「入札説明書」をダウンロードするこ

と。 

   https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UAA01/OAA0101 



（２）入札説明会  入札説明会は実施しない。 

 

６ 提出書類の審査 

  提出書類を支出負担行為担当官が審査し、要求を満たした者を最終的に当該競争に参加させる。 

  なお、提出書類に不備が無い場合及び要求を満たしている場合は、通知を行わないので入札書を提出期限までに提出すること。 

 

７ 証明書等の提出場所及び提出期限 

（１）提出場所 

   〒２３１－０００３ 

   横浜市中区北仲通５－５７ 横浜第２合同庁舎３階 

   横浜植物防疫所総務部会計課 調達係 ＴＥＬ ０４５－２１１－７１５１ 

   Ｅ－ｍａｉｌ：pps_yokohama_kaikeikyoyo@maff.go.jp 

（２）提出書類等 入札説明書７に定める証明書等 

（３）提出方法  

  （電子入札による場合）  

    電子調達システム上にてＰＤＦファイルを添付送信すること。  

  （紙入札による場合）  

    郵便・信書便による送付又は持参、電子ファイル送信とし、ＦＡＸ等は不可。 

   郵便・信書便による送付の場合は、配達の記録が残るようにすること。 

（４）提出期限 令和８年３月２４日（火） 午後５時００分まで 

 

８ 入札執行の場所及び日時 

（１）日  時 令和８年３月２５日（水）午前１１時００分 入札後直ちに開札を行う 

（２）場  所 横浜植物防疫所 会議室（横浜市中区北仲通５－５７ 横浜第２合同庁舎３階） 

         ただし、郵送による入札を行う者は、入札書を令和８年３月２４日（火）午後５時００分までに上記７の（１）に示

す場所に必着するよう書留郵便にて郵送すること。 

         なお、電報、ファックスによる入札は認めない。 

         電子入札による場合は、電子調達システム「入札（見積）書提出」画面にて令和８年３月２４日（火）午後５時００

分までに提出を行うこと。 

 

９ 入札の無効 

  本公告に示した競争参加に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 

 

10 入札保証金及び契約保証金  免除する。 

 

11 落札者の決定方法 

  予算決算及び会計令第７９条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とす

る。 

 

12 契約書作成の要否 

  契約締結に当たっては、契約書を作成するものとする。 

 

13 その他  本公告に記載なき事項は入札説明書による。 

 

お知らせ 

農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程（平成１９年農林水産省訓令第２２号）が制定

されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を

実施しています。 

 詳しくは、当所のホームページ（https://www.maff.go.jp/pps/j/guidance/supply/yok.html）をご覧ください。 


